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▽首都圏で自動改札トラブル

　首都圏のＪＲと私鉄、地下鉄の６００以上の駅で、自動改札機が動かないトラブルが発生。製造した会社「日本信号」のプログラムミスが原因。（１２日）

（考察）

ミス発覚後の対処がきちんとしていれば倫理的には大きな問題はないと思うが、品質確保という管理上の問題は大きい。ミスは、発生することも問題だが、それが発見されずにクライアントのところまで行ってしまうことはもっと問題であるし、さらにそれがユーザーのところまで行って発覚することはもっと問題である。だから、品質管理における是正処置・再発防止は、「ミスが起こらないようにする」仕組みとともに、「ミスを外へ出さないようにする」仕組みの構築も重要である。
▽赤福、消費期限を改ざん

　創業３００年の餅菓子店「赤福」（三重県伊勢市）が商品の赤福餅の消費期限を偽って表示、販売していたとして、農林水産省は日本農林規格（ＪＡＳ）法に基づき改善を指示した。（１２日）

（考察）

食品偽装が技術者倫理にどう引っ張ってこられるかということだが、赤福を食べるユーザーは、消費期限や材料などにおけるリスクについては情報を持っていないから、メーカーを信用する以外にない。これはまさに技術者倫理にいう「公衆」、つまりインフォームドコンセントを与えることができない人たちである。そういった情報を持っている専門職技術者は、公衆の信頼に応えてユーザーの人たちが安全に食べられるようにする必要があって、これが「公共の安全の確保」すなわち公益確保である。

これが公益確保をしてくれていないと思うと、もう客は安心して赤福を食べられない。つまり信用失墜である。

このように、公共（みんなで共用するものという意味もあるだろうが、「公衆」という意味にとったほうがいい）の安全を確保することを怠ると、あそこは信用できないということになって、信用失墜に至るわけである。このように公益確保と信用失墜行為はセットで考える必要がある。

ということで、この事件をはじめとする一連の食品偽装や毒物混入などの事件を通して、公衆の安全を確保するという公益確保を怠ると信用失墜に至るという、サービスや製品の影響側とユーザーの関係（信頼関係）は「技術者」に限らずどのような商売・産業でも同じであるということがこの事例から学べる。だから技術者としてはこの事例を「技術には関係ない」と見るのではなく、他山の石として公益確保に努めるべきである。

なお、食品の安全・安心に関する「保証する仕組み」としてはHACCPがある。HACCPは食品の安全に関するISO9001みたいなもので、従来の安全検査が完成食品の抽出検査であったのに対し、HACCPでは製造工程上にいくつか「重要管理点」を設け、これをクリアしないと次工程に進めないという方法をとる。重要管理店とは、「90℃以上の温度で3分以上加熱することで微生物が死滅する」と言うように科学的根拠に基づいた指標である。このため、HACCPシステムにしたがって製造された食品は、製造終了段階で安全性を確保された状態になっているはずだというのが、このシステムの理屈である。ただし、雪印乳業食中毒事件では、雪印がHACCP認証を受けていながら食中毒を出したことが問題になった。中毒原因物質であるエンテロトキシン（加熱してもなくならない）であるが、これの検査は行っておらず、エンテロトキシンの発生原因である黄色ブドウ球菌（設備をしっかり洗浄すればいなくなる）の対応、つまり洗浄も検査もしていなかった。

月1回の監視も、HACCP認定後は「HACCP認定を受けているので3ヶ月に1回の検査でよい」としており、また製造ラインの中にHACCP申請時に届けられておらず、結果としてすりぬけが起こっていたという。
JCO事故と同じく、マニュアルやシステムがあっても実行されていなければ役にたたないということである。
▽供述調書引用めぐり医師逮捕

　放火殺人事件で中等少年院送致になった長男（１７）らの供述調書を引用した本「僕はパパを殺すことに決めた」（講談社）出版をめぐり、調書を流出させたとして、奈良地検は長男の精神鑑定をした京都市左京区の医師、崎浜盛三容疑者を刑法の秘密漏示容疑で逮捕した。（１４日）

（考察）

守秘義務に反する。被告少年の心情やそこに至る家庭内の諸問題は、それを事例としてみることで世の中の人々が得るものが少なからずあるのかもしれないが、守秘義務を犯してまですることではない。守秘義務を犯してもいいのは公益通報、つまり「許されざることが行われている」ということであって、秘密と公開による利益を計りにかけるということではない。
▽遊具検査、１８６件が未報告

　遊園地などの施設が報告を義務づけられた定期検査の結果を自治体に報告していないケースが、０４～０６年度に少なくとも１８６件あったことがわかった。今年５月のエキスポランド（大阪府吹田市）でのジェットコースター死傷事故を受け、総務省が緊急調査した。（１６日）

（考察）

これは制度不備である。もともとの制度が不備である場合と、適切な制度だがこれが守られていない場合（制度を守るシステムが不備）がある。後者はたとえばＪＣＯの臨界事故などがあげられる。
倫理も含めた制度不備への対処は３種類ある。

①他律による遵守････法（守らない場合のペナルティを強化して守らせる）

②自律による遵守････倫理（自ら守らねばならないと考える意識を身に着ける。倫理教育）

③仕組による遵守････たとえ①も②も乗り越えられて反倫理行動に出ようとしても、それができないような仕組み・システムを作る。耐震偽装に対する検査などである。
このように、制度不備への対処を倫理と同じく３つあると考えると、どれが不足して定期検査の報告がなされていないのかを考えることで、制度不備への対処の方向性が見えてくるのではなかろうか。
▽危険病原体、ずさんな管理発覚

　産業技術総合研究所の特許生物寄託センター（茨城県つくば市）が、人に健康被害が出るおそれのある病原体約３００株を内規に反して受け入れ、十分な感染防止設備もないのに非常勤職員に培養などをさせていたことがわかった。（１７日）

（考察）

リスク管理がなっていない。そしてハザードが公衆への被害であるから、公益確保の責務を果たしていない。そしてこのことが公衆の知るところとなれば、信用失墜に至る。
科学技術は、厳正に管理されているからこそ扱うことを許されるようなものを扱う。危険物、病原菌、劇薬その他である。したがって、公益確保の責務を怠ってこれらに無防備な公衆が接し、ハザードが顕在化した場合の被害は大きくなる。この「結果の重大性」が技術者倫理が重要であると言われるゆえんである。リスク管理の視点でいうなら、被害が大きいので、同じ発生頻度でもリスク値が高くなるわけである。

▽公園遊具の事故急増

　公園にある遊具の事故が急増している。国土交通省が自治体から報告を受けた、都市公園の遊具で３０日以上のけがなどをした事故は、今年４月～９月末で１５件。２００４年度の１３件、０５年度の７件、０６年度の５件を大きく上回るペース。１５件のうち、点検や維持管理の不備が原因とみられる事故は１２件。安全点検を強化しようと、国土交通省は来春をめどに「安全指針」の改定作業を進め、遊具業界も自主基準を強化する方針。（１９日）

（考察）

「なぜ増えるのか？」とまずは考えたい。遊具が増えた？遊具の使用頻度が増えた？子どもの安全教育（＝家庭教育）が不十分？保護者の目が届いていない？遊具が老朽化している？遊具の点検が不十分？
15件中12件までは点検や維持管理の不備が原因なのだから、それが原因なのだろうが、できれば他の可能性も頭に浮かべられるようになっておきたいところである。事実はともかく、原因についても自分の頭で考えることなく情報を鵜呑みにするというのは、技術者としては避けたい。

点検・維持管理不十分ということへの対処は、前述の反倫理行動対処と似たようなところがあるが、

①他律：点検をおろそかにすると厳罰

②自律：点検をおろそかにしない意識の醸成

③仕組：点検がおろそかになりにくい仕組み作り

の中の、③が安全指針の改定であるといえるだろう。

▽比内地鶏の薫製を偽装

　秋田県の特産で「日本三大地鶏」の一つとして知られる比内地鶏で、加工商品として出荷した薫製の肉や卵に、比内地鶏でない鶏を使用した疑いがあるとして、秋田県は同県大館市の食肉加工会社「比内鶏」を景品表示法などに触れるとして立ち入り調査した。同社は偽装を認めた。（２０日）

（考察）

赤福と同じ「食品偽装」にカテゴライズされるが、注目すべきは消費期限ではなく産地偽装であることで、産地がウソでも公衆の安全は脅かされることはない。では公益確保に反するとはいえないのかというと、NSPE基本綱領を見ると、「公衆優先原則」として「公衆の安全、健康、および福利を優先する」とある。いっぽう、技術士法第45条の2「公益確保の責務」では、「公共の安全、環境の保全その他の公益」とある。「付加価値の高いモノを相応のお金を払って購入する」ということは公益と考えられるから、条文の「その他」の部分に該当し、やはり公益確保に反する行為であるといえよう。
なお、この事例は倫理的にどうこういう以前に法令違反だからコンプライアンスの問題でもある。
▽薬害肝炎被害者を厚労省は把握していた

　血液製剤でＣ型肝炎に感染した患者を把握しながら本人に知らせなかった問題で、感染の疑いがある患者２人の実名、１１６人のイニシャルが書かれた製薬会社の資料を、厚生労働省が０２年時点で持っていたとする調査結果を同省が公表した。当時、患者を特定して検査や治療を呼びかけていれば症状の悪化を防げた可能性がある。（２２日）

（考察）

法に基づく処罰は行われないとしても、怠慢という形での反倫理的行為であることは明白である。これは、放置すれば事故が起こると予想できる公共施設について、改修等の対応をしない、あるいはクライアントに呼びかけないことと同じである。つまり厚労省職員の行為は怠慢という形での公益確保責務の放棄であるし、「厚労省はひどい役所だ」と思う国民が増えたのであれば信用失墜である。
▽守屋前防衛事務次官が軍需業者から接待

　防衛省の事務次官だった守屋武昌氏（６３）が在任中、軍需専門商社「山田洋行」の当時の専務（現・軍需専門商社「日本ミライズ」社長）と多数回にわたって一緒にゴルフをしていたことが関係者の話でわかった。自衛隊員が利害関係者とゴルフをすることは、自衛隊員倫理規程で禁じられている（１９日）。自民、公明両党は野党側が求めていた守屋氏の国会証人喚問に応じる方針を決めた。２９日にも行う見通し。（２３日）

（考察）

守屋の個人犯罪として片付けると、組織の改善にはつながらない。前述の反倫理行動対処、
①他律による抑制

②自律による抑制

③仕組による抑制

のうち、①と②は守屋のような反社会的人間には効果が薄い。よって③が機能しないと、組織が反社会的行動をとったかのような批判にさらされる。もし国民が「防衛省の偉い奴らは悪事を働いている」「防衛省は腐っている」というように、組織全体の傾向として一般化して考えてしまうようになっているのであれば信用失墜行為である。

この件が守屋個人を裁いて終わりになるのではなく、「なぜあのような行為を許してしまったか」という視点で是正処置・再発防止を行わねば、反社会的個人が出てくるたびに不正が繰り返される。
▽ミートホープ社長ら逮捕

　食肉加工卸会社ミートホープ（北海道苫小牧市・自己破産手続き中）による偽装「牛ミンチ」事件で、北海道警は、豚や鶏を混ぜたミンチ肉を「牛１００％」と偽って表示し食品加工会社に出荷したとして、田中稔社長や工場長経験者ら計４人を不正競争防止法違反（虚偽表示）の容疑で逮捕した。（２４日）

（考察）

肉の種類を偽ったという点では比内鶏と同じである。なお、消費期限切れの肉の使用なども行っていたのであれば、公共の安全確保も怠っている。
▽消費・賞味期限で問題発覚相次ぐ

　高級料亭「吉兆」を展開するグループ会社のひとつ「船場吉兆」、三重県伊勢市の和菓子メーカー「御福餅本家」が、菓子の消費期限を偽装していたことが相次いで発覚（２８、２９日）。ともに日本農林規格（ＪＡＳ）法違反と食品衛生法違反の疑いで調査を受ける。ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」では、乳飲料に賞味期限切れの原料を使っていたことがわかった。（３１日）

（考察）

消費期限切れの食材ということで、赤福と同様である。
▽年金記録問題、１割が受給もれ

　社会保険庁のずさんな年金記録管理の原因を究明する総務省の検証委員会は、最終報告書を発表、歴代の社保庁長官らの責任は重いと批判した。宙に浮いた年金記録の約５０００万件からの抽出調査で、少なくとも１割で受給もれがおきている可能性がわかった。（３１日）

（考察）

これは「ミス」だが、ずさんさの程度は職務怠慢、さらには「いいかげんな管理をすると年金受給権利を脅かされる人がいるかもしれない」と思いながらずさんな管理をしたとも思われるほどのずさんさであることから、未必の故意ともいえる。
①他律、②自律、③仕組のすべてのブレーキが正常に動作していなかったということだから、①職務怠慢への厳罰化、②意識教育の徹底、③ずさんな管理ができない管理システムの開発が必要だといえる。
●11月●

▽東洋ゴムも耐火偽装

　東洋ゴム工業は建築用断熱パネルの性能試験で、実際の製品には使わない燃えにくくなる物質を使って不正に国土交通相の認定を取得していたことがわかった。１０月３０日に建材大手「ニチアス」の耐火材性能偽装問題が発覚したのをきっかけに、社内から指摘があった。（５日）

（考察）

耐火ということで公共の安全に関わるので、公益確保の責務を果たしていない。
ニチアスの偽装をきっかけに東洋ゴム社内から指摘があったということで、内部告発の視点からこのニュースの詳細を調べてみるとよい。

▽船場吉兆を家宅捜索

　高級料亭、吉兆グループの「船場吉兆」（大阪市）の商品に表示偽装が見つかった問題で、大阪府警は不正競争防止法違反（虚偽表示）の疑いで同市の本店など関係先１２か所の家宅捜索をした。府警によると、今年３～１０月にかけ「牛肉みそ漬け」などで、佐賀県産と鹿児島県産の牛肉を使って加工した商品を箱詰めしたうえで「但馬牛」「三田牛」などと表示したシールをはっていた。（１６日）

（考察）

産地偽装のように付加価値を偽装することは不正競争にあたる。公益より私益を優先した結果である。
▽マクドナルドが調理日時のシール張り替えや賞味期限切れ商品販売

　大手ハンバーガー店チェーン、マクドナルドの東京都内の４店舗が、売れ残ったサラダについて、調理日時のシールを翌日付に張り替えて販売していた疑いのあることがわかった（２６日）。この４店舗が、賞味期限切れとなった食品を販売したり、調理に使っていた疑いのあることもわかった。（２７日）

（考察）

これも公益より私益（利益）を優先している。賞味期限切れがただちに健康に害をなすとはいえないが、それは自分に都合のよいように理屈をつけて法を無視する行為で、かつて東電がシュラウドのヒビをただちに有害とはいえないと隠匿していた行為と同じである。
●12月●

▽給食のベーコンで規格偽る

　日本農林規格（ＪＡＳ）の規格外のベーコンにＪＡＳマークをはって学校給食用に納入したとして、宮城県警は仙台市の精肉処理会社「精肉石川屋」をＪＡＳ法違反容疑で家宅捜査した。（１０日）

（考察）

産地偽装と同様の付加価値偽装である。
▽センター試験問題差し替えへ

　大学入試センターは、来年１月に行われるセンター試験の問題の一部を差し替えると発表した。問題作成者の大学教員の私物パソコンなどがセンターの外で盗まれ、データの中に、問題を検討する際に作った資料が入っていたため。１９９０年度にセンター試験が始まって以来初めて。（１４日）

（考察）

問題そのものではなく、かつそれが流出したと決まったわけではないが、予防原則的な対応をとった事例である。
倫理的には、私物PCに問題資料を入れたまま持ち歩く教員と、そういう行為に至らせてしまう他律・自律的抑制の不十分、それができてしまう仕組みの不十分といった、個人と大学のリスク管理の甘さが原因と思われる。
▽実験中爆発２生徒けが

　さいたま市南区の市立中学校の理科室で１４日、実験中にガラス製のフラスコが爆発したと同校が発表した。女子生徒（１３）が右ほおをぬう大けがをし、男子生徒（１３）が破片で目にけがをした。（１７日）

（考察）

化学実験に伴う爆発その他の事故とそれでケガを負うことのリスクについて、生徒は知っていただろうか。知らなければ公衆である。公衆であれば、たとえ授業の進みが悪くなっても教諭がつきっきりで指導しなければならない。
教諭はそういったリスクに関してはどうだっただろうか。化学に関する知識、実験スキルはどうだっただろうか。そのリスクは

①保有する（生徒に自由に扱わせる）

②低減する（つきっきりで段階的に指導するとか、事故に備えて身を守る何かを身につけるとか）

③回避する（実験をしない）

といったリスク対応策のどれにするかを決められるだけのリスク値の見積もりはできていただろうか。そのためにリスクアセスを感覚的にでもできるだけの知識や経験があっただろうか。

そういうリスク管理ができないのに爆発のリスクがある実験をしたのであれば、公益確保に反する。事件はクラスの限られた生徒だけでやったのであろうが、生徒が「公衆」であれば、彼らの安全確保は講習優先原則に照らして必要である。

▽飲用水に医薬品残留

　大都市圏の浄水場の水から少なくとも２５種類の医薬品が検出され、一部は飲用水にも残留していることが、厚生労働省の調査でわかった。環境省の研究班も利根川、淀川で、医薬品５０～６０種類を確認した。研究者らは、飲用水への混入はごく微量で、人の健康に直ちに影響はないとしているが、生態系への影響を懸念している。（２３日）

（考察）

医薬品の排出者、公共用水域の管理者双方に公益（この場合は公共の安全以上に環境の保全が重要）確保の努力が不十分であったといえる。「まさかそんな」というかもしれないが、それを見通してこその専門職技術者である。もし技術者が自分の職務範囲以外に無関心であるがゆえの排出であれば、自分の担当職務にしか関心がないということが反倫理的である。
▽走るバスのドア開き、小５転落

　東京都練馬区の東京外環道で、走行中のマイクロバス（定員２９人）のドアが開き、埼玉県ふじみ野市の小５男子が車外に投げ出された。男子は路上でトラックにはねられ、まもなく死亡した。埼玉県警によると、バスを運転していた引率役のコーチはドアの切り替え装置について「（手動から）自動に切り替えていなかったようだ」と話しているという（２４日）。県警はコーチとトラックを運転していた会社員を自動車運転過失致死の疑いで逮捕した。

（２５日）

（考察）

被害男子もふざけていたとも聞くが、ドアが開かないようになっていると思っていただろうから、完全に公衆である。公衆である以上、ドアが開くリスクに対する予防が不十分になるのは当然といえる。
コーチに悪気はないと思うが、このコーチがたとえボランティアで引率していたとしても、自分のミスひとつで命に関わる事故が起きることは、高速道路を走る以上、当然考えておかねばならないリスクである。少年少女スポーツでは、善意の指導者が加害者になってしまって人生を棒に振るというやりきれない事故が後を絶たないが、やはりリスク管理は必要である。

なお、このような切り替えミスをした場合は走行できないようにするような仕組み（フールプルーフ）も必要であろうし、そういう仕組みを使って「自分の意識・責任感」だけでは対応しきれないリスク低減を行うことも必要である。

▽コースター連結はずれる

　北九州市のテーマパーク「スペースワールド」のジェットコースターで、終着点に着く直前に連結器がはずれた。衝撃で腰や肩を打つなどした乗客の男女１３人が、病院で治療を受けた。（３１日）

（考察）

連結器が外れたことがケガにつながるのであれば、システム信頼性の不足である。

・連結器が外れるようなことのない構造など（フォールトアボイダンス）

・外れても冗長化機能が働いて事故に至らない仕組み（フォールトトレランスやフェールソフト）

・外れても事故に至る前に停止する仕組み（フェールセーフ）
といった仕組みが必要である。もし故障したら死ぬかもしれないような遊具に乗る人はいない。
=========2008年==========

●1月●

▽再生紙の古紙配合率、全５社が偽装

　日本郵政は、日本製紙の再生紙の年賀はがきが契約で決めた古紙の配合率を大幅に下回っていた問題で、０８年用年賀はがきに限らず、すべての再生紙はがきについて、北越製紙・三菱製紙・大王製紙・王子製紙の各社でも同様の「偽装」が判明し、全納入メーカー５社が契約内容より低い配合率で納入していたと発表（１６日）。５社は、コピー用紙やノート用紙など、はがき以外の幅広い製品でも偽装が常態化していたことを認めた。　（１８日）

（考察）

再生紙という付加価値に関わる偽装なので、食品産地偽装と同じようなものであるが、供給側全員が不正をしていたというのは驚くべきことである。結果、罰則としての市場からの排除もなく、今も全社のうのうと再生紙を売っている。「赤信号、みんなで渡れば怖くない」は本当だったわけである。
現実問題として、何か不正をしても、市場シェアなど他の要素によって市場から排除されてつぶれてしまう会社とそうでない会社がある。雪印食品はつぶれたが日本ハムはつぶれなかった。

ともあれ、「再生紙」という付加価値は、それが虚像だったことで「信用失墜」したといえる。この偽装行為について国民の厳しい目が今も忘れられずに残っているならば、今年の年賀はがきで再生紙の売り上げは落ちるのだろう。

▽ＮＨＫ記者ら特ダネ悪用し株売買

　ＮＨＫは報道局記者ら３人が証券取引法（現・金融商品取引法）違反（インサイダー取引）の疑いで、証券取引等監視委員会の調査を受けていることを明らかにした。３人はＮＨＫが特ダネとして報じた企業の資本業務提携の情報を、原稿システム端末などを通して放送前に知り、提携する企業の株を買ったとされる。橋本元一会長は「報道倫理にかかわる重大な問題」として謝罪（１７日）。ＮＨＫは全職員約１万１０００人と、原稿システム端末にアクセスできる契約スタッフ約２０００人について、不正取引にかかわったことがあるかなどを聞き取り調査することを決めた（１８日）。この株取引問題で、橋本会長は経営委員長に辞意を伝えたことを明らかにした。（２１日）

（考察）

これは「役得」という言葉で軽んじられてきた不正行為である。職務上知ることができる、邪な使い方をすれば個人的利益を上げられる情報の悪用である。そういう意味では、大分県教育委員会の不正も同じである。
聞き取り調査では、法に触れていないことを盾に回答を拒んだ職員がいた。「法を犯していなければ何をしてもいい」という、かつて故・松岡元農相を擁護したときの安部元首相の論法だが、それでは世の中は成り立たない。法ではカバーしきれない部分をカバーするのが「倫理」である。

▽ウイルス作成者逮捕

　ファイル交換ソフト「Winny」を使って無許可で人気アニメの画像を流したなどとして、京都府警は大阪電気通信大学の大学院生（２４）を著作権法違反容疑で逮捕した。大学院生はアニメ画像にコンピューターウイルスを組み込み、アニメを目的にダウンロードした人のパソコンに感染させ、被害を与えるなどしていたという。府警によると、ウイルスの作成者が逮捕されるのは国内初。コンピューターウイルスの被害は世界的に多いが、日本国内にはウイルス作成そのものを処罰できる法律がない。このため府警は、著作権法違反を適用して逮捕に踏み切った。（２４日）

（考察）

文より明らかなように、著作権の侵害と他人のPCへのウィルスばらまきの2つの「反社会的行動」があるのだが、ウィルスのほうは法制度が追いついていないことが明らかになった。
「日本国内にはウィルス作成そのものを処罰できる法律がない」ことは、①他律による抑制、②自律による抑制、③仕組による抑制のうち、①がないことになって、社会的な情報セキュリティ上、大いに憂慮されることである。②は①なしには効果が低いし、③はイタチゴッコである。

また、「公共の安全」という点では、コンピュータウィルスは非常に得意な位置づけにあるといえる。つまり、PCユーザーは、インターネットへのアクセス時には常にウィルスのリスクを意識して行動することが求められる。ウィルス対策ソフトもインストールせず、怪しいメールもばんばん開き、怪しげなサイトへもどんどんアクセスするとすれば、その人がウィルスに感染しても自業自得だと言われるだろう。

一方、道路はどうだろう。「この先でいきなり穴が開いているかもしれない」「橋がいきなり崩れるかもしれない」「突然舗装が悪くなるかもしれない」と意識しながらの走行が求められているだろうか。

「リスク、セキュリティを意識せずとも利用できる」ことが、インフラに求められる重要な条件である。ユビキタス社会に向けて、セキュリティ確保がサービス供給側によって大部分なされるようになることは、非常に重要である。
●2月●

▽中国製ギョーザで中毒発覚

　中国から輸入された冷凍ギョーザを食べた千葉県市川市、千葉市、兵庫県高砂市の３家族計１０人が下痢やはき気などの中毒症状を訴え、このうち５歳の女の子ら３人が一時重体になっていたことがわかった。どれも中国の食品会社「天洋食品」が製造、日本たばこ産業の子会社「ジェイティフーズ」が輸入したもの。「ＣＯ・ＯＰ　手作り餃子４０個」を千葉市の母子が０７年１２月２８日に、市川市の家族が今年１月２２日にそれぞれ食べた。高砂市の家族が今年１月５日に食べたのは「中華deごちそう　ひとくち餃子」だった。両県警がギョーザを鑑定したところ、メタミドホスなど有機リン系農薬の成分が検出されたため、ジェイティフーズは天洋食品製造の２３品目、約５８万点の自主回収を始めた（３０日）。

　兵庫県警は、輸入を代行した商社「双日食料」から提出された冷凍ギョーザの商品の未開封の６袋を調べたところ、いずれもパッケージの表面からメタミドホスが検出されたと発表した（３日）。

　この６袋のうち、１袋の内側と中身のギョーザの皮からメタミドホスが検出されたと兵庫県警が発表。袋の外側の隅に筋状の傷（長さ約１．５(ミ　リ)）があった。中国製冷凍食品による健康被害を訴える人は計１９８６人になったことが厚労省のまとめで分かった。下痢や腹痛などで医療機関で受診したのは計６３２人。有機リン系農薬の中毒症状が疑われる患者はいなかった（４日）。

　文部科学省は、０７年１１月以降、天洋食品の製品を学校給食に使っていた学校・幼稚園が３４道府県で５７９校（５日午後５時時点）あった、と発表。ギョーザを使っていた例はなく、健康被害の報告もないという。

　日本生活協同組合連合会は、福島県喜多方市で販売された「ＣＯ・ＯＰ　手作り餃子」から有機リン系農薬成分「ジクロルボス」を検出したと発表した。千葉、兵庫両県の被害者が食べたギョーザから検出された「メタミドホス」とは別成分。中毒を起こした商品は０７年１０月２０日製だったが、今回の商品は０７年６月３日製だった。（５日）

（考察）

天洋食品、双日食料、生協いずれも私益のために公益をないがしろにしたとは思われず、個人による故意の毒物混入犯罪だとすれば、これは公益確保うんぬんよりもテロ対策に近い事件になる。すなわち、明確な悪意をもってなされる行為からユーザーを守るような仕組みが必要になる。テンパープルーフのようなものである。こう考えると、JR尼崎の事故が思い出される。明確な意思を持って危険スピード運転をしていた運転士の行為を強く規制するATSなどがそうである。

また、HACCPのようなシステムを導入し、これを誠実に実行することで、万一の混入があっても最終出荷までに発見できる可能性が高まる。

▽ＪＡＬ機が滑走路でトラブル

　北海道の新千歳空港で、羽田行き日本航空（ＪＡＬ）５０２便が、着陸したばかりのＪＡＬ機が滑走路の前方にいたにもかかわらず管制官の許可なく滑走を始めた。管制官から停止を命じられ手前で止まり、けが人はなかった（１６日）。現地で調査した国土交通省航空・鉄道事故調査委員会によると、操縦士が「離陸準備」の英語の指示を「離陸せよ」と聞き間違えた可能性がある。（１７日）

（考察）

「操縦士が勘違いしたらおしまい」的な信頼度の弱点が考えられる。勘違いであればフールプルーフだが、JR尼崎のATSのようなシステムがあればかなり効果的であろう。
▽冷凍サバから殺虫剤

　香川県さぬき市の食品販売会社「香西物産」は、デンマーク原産で中国で加工された業務用の冷凍サバ製品の切り身から、有機リン系殺虫剤成分「ジクロルボス」が検出されたと発表した。健康被害の報告はないという。（１８日）

（考察）

ジクロルボスが日本国内でも使われており混入場所・時期が特定しにくいためか、ギョーザほど掘り下げられていない。「中国」というだけで短絡的に考えるべきではないが、ギョーザやカップヌードルなど原因がある程度以上わかっている事例ともあわせて注目しておく必要はあろう。
▽イージス艦と漁船衝突

　千葉県南房総市の約４０キロ沖の太平洋で、海上自衛隊のイージス護衛艦「あたご」（基準排水量７７５０(ト　ン)、全長１６５(メートル)）が、千葉県の新勝浦市漁協所属のマグロはえ縄漁船清徳丸（７トン)、全長１２(メートル）と衝突した。清徳丸は二つに分断され、乗っていた漁師、吉清治夫さん（５８）と長男の哲大さん（２３）が行方不明に。双方の船が衝突回避のための行動をしたが間に合わなかったと見られる。第３管区海上保安本部は、業務上過失往来危険の疑いであたごの艦内を捜索した。自衛艦の関係した民間船の大破・沈没事故は、釣り客ら３０人が死亡した１９８８年７月の潜水艦「なだしお」の衝突事故以来。 （１９日）

（考察）

TVでは「そこのけそこのけ的尊大な運行」が盛んに言われていたが、マスコミ情報を鵜呑みにすべきではない。海上交通は道路や鉄道と違って、互いの進路を物理的に規制し得ない。その反面、制動機能ははるかに劣る。つまり事故リスクのかなり高い交通形態であるといえる。
であれば、道路以上に通行者の安全を確保するための①他律、②自律、③仕組によるリスク低減が必要であろう。すなわち、不法行動の監視、高い倫理観の醸成、不法行動を防ぐ仕組みである。具体的にはいろいろあるだろうが、コストをかけられる側が充実させていくのが基本である。

▽新幹線弁当期限偽る

　ＪＲ東海道新幹線の駅などで弁当を販売している「ジェイアール東海パッセンジャーズ」（東京都中央区）は、社内規定の消費期限を偽った商品を１年以上前から販売していたと発表した。２１日に販売した商品計１万５９００食では、製造から１４～１８時間としている消費期限を最大で５時間３０分偽って表示していた。（２２日）

（考察）

この事件から１年たっていないにもかかわらず、ジェイアール東海パッセンジャーズのホームページを見ると、まったく触れられていない。今でも事件への侘びとそれに対する取り組みを掲載している雪印などとは大変な違いである。
子会社であるがゆえに市場から排除されることはないという安心感の上に胡坐をかいているのであれば、「安全提供文化」は育っていないから、いずれ同じような私益優先による反社会行動をとることが懸念される。そういう会社ではないことを祈る。
●3月●

▽夕張でプールの屋根崩落

　北海道夕張市の屋内温水水泳施設「市スウィミングセンター」の屋根が積雪の重みで崩落しているのがわかった。近所の人が発見し、市教育委員会に通報した。市の財政破綻のため夏季以外は閉鎖中で、けが人はいなかった。財政再建団体の市に修復の予算はないという。（２日）

（考察）

財政破綻で雪下ろしができず崩落に至ったらしい。「夏季以外は閉鎖中であった」理由がそういったリスクも考えてのものであればいいが、そうでなければ、市内には他にも維持管理不十分ゆえの事故リスクが高まっているにもかかわらず供用されている施設があるかもしれない。
自治体が公益（公共の安全）確保を財政的理由でできないとすれば、施設使用をやめる以外にない。するとその施設を利用して提供していた公益（公共の福利）が確保できなくなる。つまり公益確保と公益確保がトレードオフになってしまう。実に悩ましい問題であるが、地方分権を進めるということは、財政破綻のリスクも高まってくるということだから、エンドユーザーである国民の公益のバランスよい確保のため、より上位の公共組織がカバーするような仕組みを考える必要があるだろう。

中国・四川大地震で注目され改善されつつあるが、全国の小中学校の耐震性確保も非常に懸念される状態にあった（今でも懸念される学校は実に多い）。公立小中学校は市町村が管理するが、財政的に非常に厳しいから耐震化はもちろん耐震診断さえできない自治体も多い。中には耐震診断するとNGな結果が出て耐震化を迫られ、財政的にそれができない自分たちが非難されるから耐震診断をしないという、非常に身勝手な自治体もある。耐震診断は棟単位で行うので、少しでもリスクの低い校舎・部屋に子どもが過ごす時間の多い部屋を持ってくるなどの対応ができれば、多少でもリスクが低減できるが、耐震診断をしないとそれも不可能である。つまり子どもたちの安全より自分たちが非難されないことを優先しているという状況である。

学校だけでなく、多くのインフラが更新期を迎えるにもかかわらず財政難で維持管理更新ができない状況の中、プライオリティを決定し、選択と集中で更新していくことが望まれる。そのためのリスクアセスメントは必要である。

▽ねんきん特別便、誤記２万通

　社会保険庁は、５０００万件の「宙に浮いた年金記録」の持ち主である可能性が高い１０３０万人に郵送した「ねんきん特別便」のうち、他人の加入記録が印刷されていたり、記録欄が空白だったりしたものが約２万通あったと発表した。社保庁のミスが原因。（２７日）

（考察）

品質確保上の問題であるが、非常に稚拙なミスが発生し、それがエンドユーザーに届いてしまったことは、ミス発生抑止、ミス発見の2つの面から是正が必要である。ミスのレベルが低いことから、仕組みも無論であるが、人的資源の問題、つまり4MのうちManの著しい不足が指摘できるであろう。
●4月●

▽風力発電、６割以上が計画遅れ

　耐震強度偽装事件を契機にした建築基準法の改正で、風力発電の新設計画の６割以上が大幅に遅れたり、中止に追い込まれたりしていることが、経済産業省の調査でわかった。一般の超高層ビルと同じ厳しい耐震設計が義務づけられたことから、２００６、０７年度に国の補助金を受けた風力発電５９計画のうち、３９計画が国の耐震審査で立ち往生するなどしている。風力発電は新エネルギーの柱で、０７年末現在、出力１５４万キロワット。国は１０年に出力３００万キロワットに増やす目標を掲げているが、達成は厳しくなった。（２日）

（考察）

たった一人の技術者の反社会的行動が、国の新エネルギー開発にも影響を及ぼすという事態になっている。それだけ「専門職技術者におまかせ」状態だったわけで、偽装を許してしまった法制度、倫理教育、仕組みの改善が望まれる。
なお、風力発電では、2007年に設計風力以下で風車が倒壊した事故があり、また最近では東京で学校に多数取り付けた風力発電装置がほとんど役に立たないということで大学が訴えられたりしている。倫理とは関係ないが、いろいろとリスクというか不確定要素が多い新エネルギー分野なのかもしれない。

▽１００キロのタイヤが運転席直撃

4月11日の午前11時20分ごろ、牧之原市坂部付近の東名高速道下り線で、走行中の大型ダンプトラックから左後輪タイヤが脱落。中央分離帯の縁石に接触した弾みで上り線側に飛びこみ、直後に上り線の第2車線（追越車線）を走行してきた大型観光バスのフロントガラスを突き破るように衝突した。

この事故でタイヤの直撃を受けたバス運転手の男性が死亡、客席にいた乗客7人も割れたガラスの破片を浴び、顔などを切る軽傷を負った。バス運転手はタイヤが飛び込む直前に急ブレーキを掛けていたとみられ、バスは中央分離帯に衝突することもなく、60mほどで停止していた。 

事故は整備不良が直接の原因とみられ、警察ではダンプトラックを運転していた男を自動車運転過失致死傷などの容疑で逮捕。検察は同罪で起訴、9月22日に開かれた初公判で、被告の男は起訴事実を認めた。続いて行われた冒頭陳述で検察側は「被告は2007年5月の車検以後、日常点検を怠った状態で車両を運行。タイヤを固定するボルト2本が破断している事実を見過ごした」として、整備不良が事故につながったと指摘している。 
（考察）

三菱扶桑のタイヤ脱落を思い起こさせる事件であり、今回は個人の責任のようである。三菱扶桑の問題で、大型タイヤが脱落した場合に与える被害の大きさ、つまりリスクの高さは広く認識されたはずであるが、それを他人事と思っていたということもあるのではなかろうか。

整備不良は確かであろうが、車検から1年もたたずにボルトが折れてタイヤが外れてしまったということのほうが重要な気がする。過積載など高負荷運行をしていれば起こりうるのかもしれないが、それならばどんな使い方をするとそうなるのかも調べるべきではないかと思う。それは、同様のリスクを抱えて運行するダンプトラックがどの程度世の中にいるのかを把握することにつながり、運転手・管理者には整備徹底の注意喚起を、公衆には事故に巻き込まれないような注意喚起を（といっても何ができるというわけではないが）、そして行政には他律・自律・仕組みでの対応を促すことにつながるのではないかと思う。
▽「クロックス」に材質改善要請

　樹脂製サンダルがエスカレーターに巻き込まれる事故が多発していることから、経済産業省は、アメリカのメーカー「クロックス」の日本の販売会社に対し、商品の材質や構造を巻き込まれにくくすることなどを求めた。素材がやわらかくてのびやすいので、事故につながっていると判断した。経済産業省によると、サンダルの事故は０７年５月以降、６５件起き、そのうち少なくとも４９件は子どもの事故。樹脂製でつま先までおおわれたタイプのサンダルの事故は、６５件のうち少なくとも３３件あり、ほとんどがクロックス社製だった。（１８日）

（考察）

この改善要求はリスク低減要求である。また倫理的にみると、2007年5月から事故が続く中、改善をしていなかったという姿勢が問われる。
クロックスのホームページを見ると、トップページに「エスカレーター安全利用に関するお願い」というリンクがあり、これを見ると、メーカーとして製品改善の意図は感じられず、ユーザーが気をつけるようにというスタンスである。素材のやわらかさなどはクロックスの「売り」なのだろうから、付加価値と、改善しないことに伴う損失リスク（製品が売れなくなるとか社会的評価が落ちるといった経営リスクも含む）を比較検討した結果、リスクを保有するという経営判断なのかもしれない。それならそれで一つの判断であり、虚偽のない限り非倫理的であるとはいえない。

もし私がクロックスの技術者であれば、「売り」の特性と安全性のトレードオフを解決すべく（リスクを低減すべく）技術改善努力をする。

▽米国産輸入牛肉に危険部位

　農林水産省と厚生労働省は、牛丼最大手の吉野屋向けに伊藤忠商事が輸入した米国産牛肉に、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の原因物質が蓄積しやすいとして輸入を認めていない「特定危険部位」である脊柱が混入していたと発表した。特定危険部位の混入は、２００６年７月の米国産牛肉の輸入再々開以降初めて。工場で見つかり、消費者には販売されていない（２３日）。政府は、「今回は誤って出荷されたもの」として輸入停止はせず、抜き取り検査を強化することで対応する。（２４日）

（考察）

誤って出荷されたものであれば輸入OKという判断であるが、国民はどれだけ納得するかは未知数である。あれだけ騒がれたBSEであるが、今回はあまりニュースにならなかった。バイアスができたのかもしれないが、もともとリスク値は低いというのが私の考えである。
危険部位の混入した牛肉を食べてBSEにより何らかの健康被害を受ける可能性は、交通事故で死ぬ確率（ざっと15,000人に1人）よりずっと低い。さらにそれで死ぬ可能性は比較にならない。つまりリスク値（＝被害の大きさ×発生頻度）から言えば、BSEを怖がって牛肉を食べない一方で車を運転するのは、まったく合理的でない。

しかし人間は感情の動物であるから合理的な行動ばかりは取らない。自動車を運転するくせに飛行機事故を怖がって飛行機に乗れないのは、万一の事故を過大に怖がっているカタストロフィ・バイアスによることが多い。BSEを「得体の知れないオソロシイもの」と感じていれば、これと同様のバイアスが働くかもしれないし、バージン・バイアスもあるかもしれない。
仮にリスクアセスメントを行って、リスク値だけで判断すれば、「交通死亡事故よりはるかに安全」というような理由で輸入制限せず、という判断に至るのだろうが、それで国民が納得するかという問題がある。つまり、リスクアセスによるリスク評価という技術的判断があって、それがストレートに行政や企業経営などの「方向性」を決定づけるかというとそうではないわけである。

これは、スノウの「2つの世界」にあるような「文系と理系」の問題につながるものであると思う。理系人間というか技術者の陥りやすい対人トラブルに、論理的に正しいことは同意されなければならないと思い込むということがある。誰かを説得しようとする場合、自説が論理的に正しいことを納得させることが、イコール同意してもらうことだと考えてしまうのである。対して文系はと飲みに行って仲良くなって同意してもらうとか、しばしば合理的とはいえない方法で問題を解決する。理系は論理がないがしろになれたことに腹を立て、文系は理系の堅苦しさ・血の通わなさに腹を立てたりする。
ところが近年は技術者に「公衆と付き合う」こと、非論的な思考・行動に付き合う能力が求められつつある。リスクアセスを行って合理的にリスク評価をすることも必要であるが、バイアスなどの存在を認識し、柔軟に最適化を図れる能力も技術者に求められつつあると考える。
●5月●

▽船場吉兆、食べ残しを出す

　牛肉の産地偽装や総菜の不正表示が相次いで発覚した高級料亭「船場吉兆」（大阪市中央区）＝民事再生手続き中＝は、昨年１１月の営業休止前まで、本店の料亭で客の食べ残した食事を別の客に再び出していたことを明らかにした。前社長の指示で、はしをつけていない料理などを「もったいない」として使い回していたという。大阪市保健所は、本店に立ち入り調査し、再発防止を指導した。（２日）

（考察）

船場吉兆に対する「とどめの一撃」になった事件であるが、食糧難の時代を経験しているわが国では、我欲でなく「もったいない」と考えて使いまわすという感情も、それはそれで理解できる。
少々とっぴな発想だが、そのことを客に知らせた上で「中古販売」みたいにして廉価で提供するということもあるかもしれない。時間経過が腐敗→健康被害というリスクを確実に高くする食品に適用するのは無謀であろうが、まあ仮にそういうことができたとしたら、それはそれでインフォームドコンセントが成立する。しかしそれをしていなければ、これは詐称であり、「新品」を偽装したともいえる。
「技術者」にあたる板前は、その使いまわし指示に従っていたとすれば、これは専門職の責務を放棄しているといえる。

▽エスカレーター逆走でけが

　名古屋市中区の市営地下鉄桜通線久屋大通駅構内の上りエスカレーターが突然停止したあとで逆走し、乗客が次々に重なるように倒れた。１４人がけがをしたが、いずれも軽傷。通常エスカレーターは何らかの原因で緊急停止しても逆走を防ぐブレーキがかかる仕組みになっているが、名古屋市交通局などによるとブレーキをかける制御装置の台座を固定するボルトが折れ、台座自体がずれていた。そのためブレーキが作動せず、乗客の重みで逆走し、被害が拡大したとみられる。（９日）

（考察）

緊急停止後の逆走を防ぐという装置なので、これはフェールセーフである。（エスカレーターとしての機能は停止するのでフェールソフトなどのシステム高信頼技術ではない）
ところがこれが動作しない状態になっており、逆走に至ったわけである。そこで今度はフェールセーフ機構の高信頼化という話になるのだが、ボルトが折れて台座がずれるということが起こらないような改善（フォールトアボイダンス）、もしそうなっても制御装置が働くような冗長化機構（ちゃんと動作すればフォールトトレランス、機能を低下しつつも動作すればフェールソフト）などが必要になってくる。この部分の強度を増すとかボルト本数を増やすなど壊れないような対処をするのなら前者、もし壊れても事故に至らないような補助機構を付加するのなら後者になる。
▽学校裏サイト管理人に賠償命令

　大阪市に住む女子中学生が、インターネットの「学校裏サイト」掲示板で中傷の書き込みを放置され、精神的苦痛を受けたとして、掲示板の管理人の２０代男性に慰謝料など２２０万円の賠償を求めた裁判で、大阪地裁は５５万円の支払いを命じる判決を言い渡した。生徒は０６年８月、実名をあげて「うざい」「ブス」など８８回の書き込みをされた。管理人は翌月、学校側から削除を求められたが、さらに２か月後に警察に相談した両親が依頼するまで放置。生徒は転校した。（２３日）

（考察）

サイト管理はこういったリスク、責任を伴うものであるという認識が広がりつつあるが、そういう点で注意喚起となる事件であり、当局は時にそういう効果を狙って逮捕・起訴したりもする。
ここで問題なのは、削除依頼がありながら放置したことで、この時点で過失ではなく故意になる。

●6月●

▽接待タクシー、省庁職員が金品受領

　中央省庁の公務員が公費でタクシーを利用した際に運転手から金品を提供された問題で、金品を受け取った職員は財務省や国土交通省など１４省庁の計５２８人、計約１万２８４０回にのぼることが判明した。問題となった省庁は国家公務員倫理規程に違反しないか検討し、必要に応じて処分する方針。（９日）

（考察）

反倫理的行動であるが、①他律、②自律、③仕組みの分類の中で考察すると、

・多額・大量でないことによるハードルの低さで①と②はたやすく越えられた。
・こういった行動を想定していないので①は不備であったし、③がなかった。

・通常、あるいは過剰気味のサービス、金品受領の明確な境界認識がないことによる②の発現不良。

といったことがあげられる。特に③については、電車のない時間まで残業せざるをえない労働環境と、勤務実態から当然考えられる（そして現に常識外の数量に上っている）タクシー長距離利用について、妥当性の検証、改善検討がなされるべき問題である。その点において、関連省庁の対応は不足であったといえよう。国の重要な仕事をしているので、普通の職業・地方自治体以上に経費をかけてもかまわないとは思うが、どの程度なら国民の同意が得られるのかを何らかの方法で測定把握しておく必要があったのではないかと思われる。
今後の対応としては、マスコミや国民の過剰反応により、タクシー利用できない雰囲気→残業の抑制→業務の停滞といった悪循環が起こらないか懸念される。深夜まで働かないといけないような大量の業務ニーズはあるので、これと適切な通勤がトレードオフにあるわけで、この視点での解決が望まれる。
▽屋上の天窓割れ小６転落死

　東京都杉並区立杉並第十小学校で、６年生の男の子が３階建て校舎屋上の天窓から１階に転落し、亡くなった。歩幅を測って平均値を出すという算数の授業の後、アクリル製の天窓の上に乗ったところ割れたという。周囲にさくなどはなく、学校側は「上らないようになどの指導はしていなかったと聞いている」と話した（１８日）。東京消防庁の調べで、学校やマンション屋上の天窓を破る転落事故は、０５年４月から今月１７日までに都内で１５件あったことがわかった。転落したのは１～２０歳の１５人で、重傷者は７人いた。（２１日）

（考察）

そもそもアクリル板がどれだけの耐荷重性能を持っているのかが重要で、安全率分も含めて荷重による破損リスクが無視できない程度にあるのであれば、上らないような指導は必要であるし、そもそも上れないような構造にする必要がある。
また、同様の事故がかなり起こっていながら、情報の集約と水平展開ができていなかったという行政の落ち度もあるだろう。

学校は安全に関してはかなりの高度な管理をユーザー（保護者）から求められている。であれば、学校の中のリスクを定量的・客観的に洗い出してマネジメントするということが求められる。対して学校組織はマネジメントを専門としない教諭の集合体であり、今後はスクールマネージャー的な役割を持った人の配置・雇用なども必要かと思う。
▽中国産ウナギ２００万匹偽装

　売れ残った約２００万匹の中国産ウナギを、日本一の養殖ウナギの生産地・愛知県一色町産と偽って出荷や販売をしたとして、農林水産省は、ウナギ輸入販売会社「魚秀」（大阪市）と水産物卸売会社「神港魚類」（神戸市）に対し改善を指示した。魚秀の社長は動機について、ギョーザ事件などで中国産食品への信頼が揺らぎ、中国産ウナギが売れなくなったためと説明。「神港魚類」の担当課長が魚秀側から偽装の「口止め料」として１０００万円を渡されたこともわかった。（２５日）

（考察）

これはもう完全に犯罪であり、もちろん公益（国産ウナギを食べるという楽しみ・安心感）より私益を優先し、「ウナギの産地」という付加価値を失墜させる信用失墜行為でもある。
こういった行為が再発しないための①他律、②自律、③仕組みの視点での対応では、①と②はともかく、③をどうするかが一考を要する。

何らかの第三者も確認できるような「標識」をつけるのはコストの点で現実的ではないので、たとえば産地表示を制度化することで付加価値を創出し、産地表示のないものは売れないという形で市場の中で淘汰していくという方向が考えられる。ただしこの場合、産地表示そのものの信頼性確保がポイントになるので、偽装できないような仕掛けや品質管理システム（資格制度のようなものや、HACCPのようなシステム）が必要ではないかと思われる。

▽諫早干拓、常時開門命じる

　国が長崎県で防災と農地づくりを目的に進めてきた諫早湾干拓事業で、有明海の漁場の環境が悪化したとして、漁民らが潮受け堤防の撤去や排水門を常に開いておくことなどを求めた訴訟の判決が、佐賀地方裁判所であった。地裁は、環境変化の調査期間などとして５年間、排水門を常に開いておくよう国に命じた。ただし防災工事には少なくとも３年かかるとし、３年以内に開門するよう求めた。（２７日）

（考察）

地裁判決であるので、ことさらに干拓事業の適否を論じるべきではないと思うが、少なくとも本事業における環境リスクに関しては、地元住民や地裁の裁判官は納得していないといえる。これは、説明が不十分であるか、そもそも妥当性に欠く点があるので説明しようがないかのどちらかである。
後者であればコミュニケーションとかいう以前の技術的問題であり、また環境保全も含まれる「公益」確保にも反している。また前者であれば、少なくとも「勢いがついて（あるいは面子で）止められない愚かな公共工事」の代表例みたいな扱われ方になっており、何を言ってもネガティブな目で（色眼鏡で）見られる状態なので、時間をかけてよほどの努力をしないと信頼は回復しないであろう。
●7月●

▽集中豪雨で被害相次ぐ

　北陸や近畿地方などの広い範囲で、短時間に記録的な激しい雨（集中豪雨）が降り、各地で被害が相次いだ。神戸市灘区の都賀川に遊びに来ていた学童保育の小学生や引率の大人をはじめ１０人以上が増水した川に流されるなどし、子ども３人を含む計４人が死亡。ほかに男性１人が行方不明になった。都賀川では、午後２時４０分からのわずか１０分間に水位が１．３(メートル)上昇したという。兵庫県姫路市では落雷で１人が死亡。北陸や東北でも床上・床下浸水があった。（２８日）

（考察）

この都賀川については、六甲山地から直線的に伸びる短い急勾配の川ということで、その地形・流路の特異性が盛んに言われたが、それではこれまでもそういった短時間の急激な出水はあったのだろうか。あったのなら、そんな川で遊べる状態にしておくことが大変なリスク保有であるし、なかったのなら、昔から変わっていない地形・流路に原因を求めることがおかしい。
近年の局所的ゲリラ豪雨の頻発との関連があるのであれば、これまでよりも今回のような危険な出水が発生する可能性、そして川遊びのリスクは高まっていることになる。
基本的に住民は経験則で動く率が高い。行政が「危険ですよ」と言っていても「俺が子どものころからそんなことは一度もない」と言って自己判断する人は多い。これはその人なりの根拠を持ってそう判断しているのだから、バイアスとはちょっと違う。このあたりがこれから厄介になるかもしれない。
●8月●

▽エスカレーター逆走、１０人負傷

　東京都江東区の東京国際展示場（東京ビッグサイト）で、１階と４階をつなぐ上りエスカレーターが突然停止し、下り方向に動いた。乗っていた人がバランスを崩し、１０人が切り傷などを負って病院に運ばれた。警視庁は一度に大勢の人が乗ったことで過重量の状態になり、急停止につながったとみて捜査している。事故機は、日本オーチス・エレベータ製。（３日）

（考察）

5月の名古屋での事故と違い、今度は「どこも壊れていなかった」のに逆走したらしい。過重量とのことであるが、そうであればユーザー（一般市民）は「あまり多く乗りすぎると逆走する」ことを常に念頭において、注意しながら利用しなければならない。しかしエスカレーターがそんな物であることは一般の人は知らないし、そんなアナウンスは聞いたことがない。もしエスカレーターがそんな物なのに何ら情報が与えられていないのであれば、インフォームドコンセントが成立していないことになる。

そういった情報を与えることをしないでいいのは、ユーザーが特に意識しなくても安全が確保されている場合だけである。そうでないのなら情報を提供した上での同意、すなわちインフォームドコンセントを求める。このいずれかを満足することが、「公衆の安全の確保」といえる。
エスカレーターが各ステップに2人並んで乗れるような構造になっているのなら、それが満員になっても（そしてその全員がそれなりの体重の人ばかりであったとしても）、それだけで逆走してしまうような構造ではおかしいし、ハード対策でそういう危険性を払拭できないのであればソフト対策（過荷重を防ぐような場内整理等）でフォローしなければならないと思う。
▽豪雨で下水道増水、作業員死亡

　東京都豊島区の下水道内で工事をしていた作業員５人が、豪雨による増水で流された。そのうち２人の死亡が確認された。事故が起きたのは、気象庁が東京２３区に大雨洪水注意報を出してから５分後。増水の原因は、いつ、どこで起こるかわからない短時間の局所的な「ゲリラ豪雨」で、都市部の気温上昇がもたらすヒートアイランドの影響なども指摘されている。気象庁は、「ゲリラ豪雨」を予測するのは難しいという。（５日）

（考察）

これは7月の神戸・都賀川での異常出水と同様の事故であると思われる。あまりに急な出水で、現場作業員に対して避難を指示する間もなかったらしく、今後はちょっと雨が降ったら仕事をやめるという措置を取らざるを得ないとのことで、工程管理と安全管理のかなりシビアなトレードオフになる。人命に関わるリスクへの対策は、移転や保有はなじまないので、安全確保＞工程確保が顕著な管理をせざるを得ない。ここで、無人作業など人命に関わるリスクの発生しない作業手段が提供されるとすれば、これは創造的第三の解決法といえる。（ただし、今度はコストや品質とのトレードオフが発生する可能性はある）
▽クロックス社サンダルで事故

　米クロックス社製サンダル専用のアクセサリーの留め具で、足のつめをはがすなどの事故が２００７年以来計５件起こり、うち４件は子どもだったことがわかった。経済産業省は製品に問題がないか調査を始めた。ブカブカのサンダルの中で足が前後に動いたときに、留め具につめを引っかけたのが原因とみられているという。同社製のサンダルはエスカレーターでの巻き込まれ事故も多数出ていることから、経産省は４月、会社に商品の改善を求めた。（７日） 

（考察）

前述のとおり、「エスカレーターに乗るときは注意せよ」というのみで、メーカーとしてのリスク低減、すなわち商品の改善をするつもりはないようである。これはこれでひとつの経営判断だろう。
▽医療事故の産科医に無罪判決

　福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性（当時２９）が死亡した医療事故で、福島地裁は、業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた医師、加藤克彦被告（４０）に無罪をいい渡した（求刑は禁固１年、罰金１０万円）。裁判は、治療における医師の判断、手術法の選択にまで捜査当局が踏み込んだものとして注目され、医療界は「医療全体の萎縮を招く」として強く反発していた。（２０日） 

（考察）

医療過誤の問題は、技術界における、マニュアルに依存しない性能設計的アプローチにおいて、予想外の問題が発生した場合の責任の所在という問題に対比されるのではないだろうか。
仕様設計は、マニュアルによって技術を平準化するとともに、「そこそこレベル」の技術者でも設計できるようにし、また何かあったときの責任を「マニュアル通りにやったのに」と「言い逃れ」できるといった効果もあった。そのかわり必要以上の過大設計によるムダもあったといえる。
性能設計は、ムダのない最適化設計である反面、技術力を要求し、何かあったときの責任もあいまいにはできない可能性が高くなる。しかし「何かあったらタダじゃすまないからな」という雰囲気の中では萎縮してしまって「挑戦」ができなくなる。

多少とも解決策があるとすれば、エンドユーザーとの間にインフォームドコンセントを成立させることを前提にすることであろう。その場合は十分な情報提供が必要であるし、その中にはデメリットやリスクも隠さず正確に、また積極的に伝えることが要求されてくる。さらには、それを受け取る側にも「挑戦してくれ、ただしリスクなしに」といった「ないものねだり」をしない、社会的責任の分担意識を持つことが求められるようになってくるだろう。
●9月●

▽三笠フーズ、有害米を食用と偽る

　農林水産省は、米販売会社「三笠フーズ」（大阪市北区）が工業用に限った用途で仕入れた「事故米」を、食用と偽って転売していたと発表した。事故米からは中国製冷凍ギョーザによる中毒事件でも問題になった有機リン系の農薬成分や、カビから発生し発がん性が指摘されている毒素が検出されている。８月下旬に農水省の食品表示１１０番に「工業用米を食用に横流ししている」との通報があり、立ち入り調査で発覚（５日）。同社の冬木三男社長が自分で指示したことを認め、食用への転用が組織ぐるみで行われていたことが分かった。工業用米と食用米の価格差から得られる利益を稼ぐのが目的だったことも明らかにした。（６日） 

（考察）

これも完全な故意の犯罪であるが、①他律、②自律、③仕組みという視点で見ると、①も②も通じないような三笠フーズの行いを抑止し、また一般市民に出回ってしまうのを防ぐ「仕組み」が不十分であったといえる。
ここで問題なのは監督省庁である農水省のスタンスである。悪事を働いたのは三笠フーズであるが、それを管理すべき農水省が「きっとそんな悪いことはしないだろう」的性善説で管理していたのであれば、ほとんど故意に近い怠慢であり、公益確保に著しく反している。

また、事故米を転売した場合の「儲け」を考えれば、そういうことを企む者が出ることは当然想定すべきであり、それを想像していなかったとすれば、これも故意に近い怠慢である。
この事件を受けて事故米は廃棄することにしたらしいが、これも怠慢である。事故米とはいえタダでどこかから落ちてきたものではないから、有効に活用すべきである。すなわち、改善すべきは事故米を払い下げるシステムではなく、農水省の管理システムである。

▽年金記録改ざん、社保庁職員関与

　社会保険庁は、都内の社会保険事務所職員が、厚生年金の支給額の算定基礎となる「標準報酬月額」の改ざんを主導し、不正な処理をしていたことを明らかにした。年金記録の訂正申し立てを審査する第三者委員会が認めた標準報酬の改ざんなど１７件について、職員の関与を調査し、うち１件で職員による改ざんが分かった。今後、年金記録を審査する国の機関が改ざんを認めた３１件と審査中の約１６０件についても職員の関与を調べる。（９日）

（考察）

これも犯罪であるが、そういうことをすれば国民に不利益があることを十分理解した上で、故意に（確信的に）こういう行動をとったこと、すなわち積極的に公益を損ねたことが、年金記録問題とは比較にならない信用失墜を生じせしめた事件である。
全国津々浦々に、故意に国民の権利を搾取して「業績アップ」という私益を満たそうとした者がおり、その「犯罪ノウハウ」が組織的に広められ実行されていったこと、そしてそれを組織ぐるみで隠蔽していることを多くの国民が感じているのであるから、信頼などできるはずもないといえる。
▽丸大食品、メラミン混入で自主回収

　丸大食品（大阪府高槻市）は、国内の消費者向けに出荷した菓子など５商品に、有害物質メラミンが検出された中国産の牛乳を使っていたとして、自主回収することを発表した。メラミンは微量で、健康被害にはつながらないという。メラミンは窒素を多く含む有機化合物で、他の化学物質と反応して腎臓障害を起こす危険性がある（２０日）。中国衛生省は、メラミンに汚染された粉ミルクが原因で腎臓障害を起こし、医療機関で治療を受けた乳児が中国全土で５万４０００人を超えたと発表。５人の死亡が確認され、入院中の乳児は１万人以上、うち１０４人が重症という。（２１日）

（考察）

この後、メラミン入り乳製品の使用は多くのメーカーに拡大するが、中国産乳製品を使わないと国民の需要に応えられないのも確かである。
一方で、BSE牛肉問題のときと同じ、カタストロフィ・バイアス的な面も見受けられる。健康被害を生じるほどのメラミンが混入している製品が出回っているリスクがないのであれば、ユーザー判断（そういう製品は買わないという判断もあろうし、逆に不人気ゆえ値崩れするのでむしろ積極的に購入するという判断もあるだろう）にゆだねるというメーカー判断もあってもいいように思う。

人命に関わるリスクを保有したり、もっとひどい場合には無視したり、さらにひどい場合は隠蔽したりするのであれば問題だが、リスクが十分低いことを客観的・合理的に把握しているとすれば、そのことを積極的に公開してユーザーに委ねるという経営判断も、少なくとも企業内部では検討されてしかるべきだと思う。（きっとされたのであろうが）

なお、この事件も食の安全に関するものであるが、一連の消費期限や産地偽装、事故米転売などの反倫理的行為・犯罪行為とは分けて考える必要がある。メラミン混入は公益より私益を優先した結果ではなく、安全管理不足による事故であり、管理を著しく怠っていない限り、反倫理的とはいえない。

それではHACCPシステムはこのようなケースに対しては有効であろうか。それは、メラミンの混入を予想するかどうかにかかっている。リスク管理でいえば、リスクとして特定されたものの中に入っているかどうかである。およそあらゆる物質を検査するというのは、コスト的にも工程的にも不可能であるから、リスク（混入有害物質）を絞り込む必要があるのだが、予想外の物質混入が今後あるかもしれないと考えて、どこかで（加工前がいいかもしれない）相応のコストをかけて総合的な検査を、抽出検査でもいいからやっておくなどの対策を講じる必要があるのだろう。
●10月●

▽大阪、個室ビデオ店火災で１５人死亡

　大阪市浪速区の繁華街にある雑居ビル１階の個室ビデオ店「試写室キャッツなんば店」で火災が発生し、客１５人が死亡、１０人が負傷。大阪府警は店内で放火したなどとして、大阪府内の４０代の無職の男を殺人と殺人未遂、現住建造物等放火の疑いで逮捕した。（１日）

（考察）

これは犯罪であり、犯人の行動については倫理とかどうとか言う段階ではないが、ビデオ店経営側としては、故意の放火であれ失火であれ、大量の有毒ガスによる人災のリスクを考えなかったとすれば、反社会的な経営であるといえる。また従業員が客の避難誘導を放棄してまっさきに逃げたという話もあるが、社員教育（人的資源管理）の怠慢であり、これでは安心して命を委ねることはできない。
こういったビデオ店は、値段と安全のトレードオフで、「何かあったらオシマイ」だという認識が広まれば、結果的にビデオ店にとっては経営打撃になる。安全管理や人的資源管理等を怠ることは、短期的にはコスト縮減につながっても長期的には経営打撃になるということの証左である。

とはいえ、ギリギリの利益ラインで経営している者にとっては、安全・福利・環境といった公益はおろそかにされがちなのも事実である。
結果、「安値のウラには何かある」といった、「タダほど高いものはない」的「疑いの目」を持ち、自分の身は自分で守るといった意識がユーザー（公衆）にも求められる局面が増えてきているのかもしれない。異常な犯罪が増え、安全神話が崩れつつある日本において、良いように考えれば「たくましさ」につながるのかもしれないが、それが弱者に特に不利に働くことは抑制することが行政には求められる。

▽年金記録、極端な引き下げ７５万件

　厚生年金の支給額算定の基礎となる標準報酬月額の改ざん問題で、社会保険庁は標準報酬が５等級以上引き下げられた記録が約７５万件あったと発表した。また、標準報酬引き下げの直後に社会保険からの脱退処理を社会保険事務所が行ったのが１５万６０００件、半年以上さかのぼって引き下げられたのが５３万３０００件見つかった。上の３つのパターンすべてを満たすのが約６万９０００件で、社保庁は「改ざんの可能性が高い」としている。標準報酬は月給とほぼ同じ額に設定され、９万８０００円から６２万円まで３０等級ある。標準報酬月額を不正に引き下げる改ざんをされた場合、従業員が実際に負担する保険料より、少ない額しか納付されないため、将来受け取る年金が減る。（３日）

（考察）

前述のとおりであり、被害者の補償を十分行い、「自分もやられているかもしれない」という国民の不安を払拭するまでは、信用回復の端緒につくこともできない。
▽ピザからメラミンを検出

　ファミリーレストランチェーンのサイゼリヤが販売した中国メーカー製のピザの冷凍生地から、微量の有害物質メラミンが検出された。９月２５日～１０月１日に５４２店に出荷され、最大５万４０００枚が遅くとも１０月２日までに販売されたという。健康への影響はないという。同社は対象のピザを食べた可能性のある客すべてに代金を返すことにした。（２１日）

（考察）

丸大のケースと同じであるが、バイアスの大きさから考えると、本来検討すべき健康被害発生リスクは十分低くとも、このような対応をせざるをえないと、これはリスクアセスをやったわけではないかもしれないが、経営判断をしたということだろう。

基本的に人命や健康に関わることは、通常のリスクアセスによるリスク対策は適用できないことが多い。これはフォード・ピント事件でもそうであり、事故により死者が出た場合の損失と、ピントをリコールする損失を比較した「保険屋」の行動は合理的ではあるが、倫理的ではないということであろう。

ただし、リスクが十分小さい場合でもそうするというのは一考の余地があるだろう。もちろん個別の経営判断ではあるが。
▽伊藤ハム３３１万個回収

　ハム・ソーセージ大手の伊藤ハム（本社・兵庫県西宮市）は、東京工場（千葉県柏市）で使っている地下水から基準値を超すシアン化合物が検出されたと発表。同工場で製造したウインナーとピザ１３品目や受託製造していたソーセージなど１３品目合わせて３３１万個を回収する。９月１８日の定期検査で、水道法の基準値を上回るシアン化合物を検出。１０月１５日に結果が出た再検査でも異常値を示した。公表が遅れたことについて、伊藤ハムは「甘い判断で、不適切な対応だった」と謝罪（２５・２６日）。東京工場の操業を一時停止すると発表した。（２８日）

（考察）

メラミンと違って、こちらは基準値超えであり、9月に検出しておきながら10月まで公表せず、その地下水を使って製造を続けていたということは、リスクうんぬん以前にコンプライアンスの問題がある。

なお、伊藤ハムはこの事件の後、HACCP認証の辞退を厚労省に申し入れている。また東京工場は現在も稼動停止中で、地下水水質検査は毎日（ちょっとやりすぎ？）行っているがシアン化合物の検出はないそうである。
汚染原因として、旧日本軍の毒ガス兵器関連施設からのものではないかという話もあり、それなら予測困難ともいえなくもないが、この事件の経過は注視したいところである。
